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島根県隠岐郡隠岐の島町

○ △ □

西郷 次郎 西郷 葉子

平成２ ２ ２ 平成４ ４ ４

島根県隠岐郡隠岐の島町

都万○○番地

島根県隠岐郡隠岐の島町

北方□□番地□

島根県隠岐郡隠岐の島町中村△△ △

島根県隠岐郡隠岐の島町下西◎◎ 布施 葉子

西郷 次郎

西郷 一郎

中村 ゆき

布施 春彦

幸子

西郷 百合子

二 三

西郷 夏輝、西郷 秋穗

平成２５ ４ 令和元 １０

島根県隠岐郡隠岐の島町都万○○

西郷 次郎 西郷 葉子

隠岐 幹雄

平成８ １ ５

島根 望海

昭和３３ ８ ８

島根県隠岐郡西ノ島町

大字浦郷○○番地

島根県隠岐郡知夫村

△△

島根県隠岐郡海士町

大字海士□□番地

島根県隠岐郡隠岐の島町

布施◇◇ ◇

サイゴウ ジロウ サイゴウ ヨウコ

★★★届出時に必要なもの★★★
①離婚届書
②届出人の本人確認書類（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ、免許証など）
③審判書謄本及び確定証明書（裁判離婚の場合）

ー届出をする前にー
土日祝日等に届出をする場合、届
書の内容の事前審査を行いますので、
平⽇の開庁時間に役場町⺠課へ届書
を持ってお越しください。

窓口へ届出をする⽇

ー各記入欄の書き方ー
【住所】
・届出⽇時点で住⺠登録されているところを記入してください。
・離婚と同時に住所を変更する場合は、新しい住所を記入してください。
※土⽇祝⽇等に届出をする場合は、住所の変更手続きが出来ませんので、変更前の住所を記入して
ください。

【本籍】
・⼾籍のとおりに記入してください。

【⽗⺟及び養⽗⺟の⽒名・⽗⺟との続柄】
・実⽗⺟の⽒名を記入してください。⽗⺟が婚姻中の場合は、⺟の⽒は記入不要です。
・養⽗⺟がいる場合は⽒名を記入してください。

【離婚の種別】
・該当する種別に してください。
・裁判離婚の場合は、審判書謄本及び確定証明書の添付が必要です。

【婚姻前の⽒にもどる者の本籍】
配偶者が離婚後に婚姻前の⽒を名乗る場合は、もとの⼾籍に戻るか新しい⼾籍をつくるか選んで して

ください。※もとの⼾籍が除籍の場合は戻ることはできません。
【未成年の子の⽒名】
夫婦に未成年の子がいる場合記入が必要です。
・⽗⺟が協議により、共同で親権を⾏うか、⽗⺟のどちらかが単独で親権を⾏うか決め、親権を⾏
う方の欄に子の⽒名を記入してください。

・親権者を定める裁判又は調停中の場合は、「親権者の指定を求める家事裁判又は家事調停の申立て
がされている子」の欄に子の⽒名を記入してください。

・協議離婚で、「未成年の子の⽒名」欄において親権者を定めた場合は、その下の合意のﾁｪｯｸ欄に
夫婦それぞれ必ず してください。
※”親権の⾏使”については、別添「⽗⺟の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」を
ご覧ください。

・離婚届右側（証人欄下）の、離婚後の子育ての分担、親子交流、養育費の分担の取決めについて、
当てはまる項目に してください。

【別居する前の世帯の主な仕事と夫婦の職業】
該当する番号にそれぞれ をしてください。夫婦の職業は国勢調査の年のみ記入してください。

【届出人欄】
署名は婚姻中の⽒名を、必ず本人が自書してください。

【証人欄】
協議離婚の場合、証人として成人２名の署名が必要です。必ず証人本人が自書してください。

裁判離婚の場合、証人欄の記入は不要です。
【連絡先】
⽇中に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

布施 葉子
電話

自宅・携帯・勤務先[     ]
08512-0-0000  090（0000）0000

連絡先


